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町の施策・情報をお伝えします。

町からのお知らせ

12
月
21
日
は「
え
ひ
め
防
災
の
日
」 

12
月
17
日
㈯
〜
23
日（
金
）は「
え
ひ
め
防
災
週
間
」で
す

防
災
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
ま
す

固
定
資
産
税
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す

消
防
本
部
防
災
対
策
課
か
ら

　

12
月
21
日
は
、
昭
和
南
海
地
震

（
昭
和
21
年
）が
発
生
し
た
日
で
す
。

　

こ
の
日
は
、
愛
媛
県
防
災
対
策
基

本
条
例
に
よ
り「
え
ひ
め
防
災
の
日
」

と
定
め
ら
れ
、県
や
市
町
・
事
業
者
・

自
主
防
災
組
織
な
ど
総
ぐ
る
み
で
、

防
災
意
識
啓
発
や
防
災
訓
練
な
ど
に

取
り
組
む
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
後
発
生
が
心
配
さ
れ
て
い
る
南

海
地
震
な
ど
の
大
規
模
災
害
が
起
き

た
と
き
、
県
や
市
町
・
消
防
な
ど
の

関
係
機
関
は
救
援
・
救
助
活
動
に
全

力
を
尽
く
し
ま
す
が（
公
助
）、
ま
ず

は
皆
さ
ん
自
身
で
自
分
の
身
を
守
る

こ
と
が
不
可
欠
で
す（
自
助
）。
し
か

し
、
個
人
や
家
族
の
力
だ
け
で
は
ど

う
に
も
な
ら
な
い
状
況
も
あ
り
ま
す

の
で
、
隣
近
所
や
自
主
防
災
組
織
で

助
け
合
う
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
き

ま
す（
共
助
）。

　

ま
た
、
12
月
19
日
㈪
午
前
11
時
か

ら
「
シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト
え
ひ
め（
県

民
総
ぐ
る
み
地
震
防
災
訓
練
）」
が

実
施
さ
れ
ま
す
。
こ
の
訓
練
は
、
そ

の
場
で
⑴「
ま
ず
低
く
」、
⑵「
頭
を

守
り
」、
⑶「
動
か
な
い
」
の
安
全
確

保
行
動
を
約
１
分
間
行
う
も
の
で
、

誰
で
も
、
ど
こ
で
も
参
加
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
愛
南
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は
愛
媛
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

防
災
週
間
に
は
次
の
こ
と
を
家
庭

や
地
域
で
行
い
ま
し
ょ
う
。

•
非
常
用
持
出
袋
の
準
備
・
確
認

•
家
庭
で
の
物
資
や
食
糧
の
備
蓄

•
避
難
場
所
や
避
難
路
、
緊
急
時
の

連
絡
先
な
ど
の
確
認

•
家
具
や
電
気
製
品
の
転
倒
落
下
防

止
対
策

問
合
せ　

消
防
本
部
防
災
対
策
課

 

℡
７
２
―

０
１
３
１

消
防
本
部
防
災
対
策
課
か
ら

　
「
熊
本
地
震
を
踏
ま
え
て
私
た
ち

の
自
助
と
共
助
を
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
す

る
」
を
テ
ー
マ
に
防
災
フ
ォ
ー
ラ
ム

を
開
催
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
教
訓
に
熊
本
地
震
の

教
訓
も
加
え
て
「
命
を
守
る
」
行

動
に
つ
い
て
も
う
一
度
共
に
考
え
ま

し
ょ
う
。

　

多
く
の
方

の
ご
来
場
を

お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

日
時　

12
月
11
日
㈰

　
　
　

14
時
〜
15
時
50
分

場
所　

御
荘
文
化
セ
ン
タ
ー 

ホ
ー
ル

内
容

・
基
調
講
演
「
熊
本
地
震
を
踏
ま
え

て
私
た
ち
の
自
助
と
共
助
を
レ
ベ

ル
ア
ッ
プ
す
る
」

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
事

前
の
備
え
と
自
助
・
共
助
」

問
合
せ　

　

消
防
本
部
防
災
対
策
課

 

℡
７
２
―

０
１
３
１

税
務
課
か
ら

１　

固
定
資
産
税
と
は

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日

に
所
有
す
る
土
地
、
家
屋
及
び
償
却

資
産（
事
業
用
資
産
）に
対
し
て
、
課

税
さ
れ
ま
す
。

２　

償
却
資
産
の
申
告
に
つ
い
て

　

償
却
資
産
を
所
有
す
る
方
は
、
町

に
申
告
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
12
月
中
旬
頃
、
償
却
資

産
の
所
有
者
あ
て
に
申
告
書
類
を
発

送
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
載

し
、
押
印
の
上
、
税
務
課
又
は
各
支

所
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限　

１
月
31
日
㈫

３　

家
屋
の
申
告
に
つ
い
て

　

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
や
新
築

な
ど
さ
れ
た
場
合
は
、
手
続
や
現
地

調
査
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
税

務
課
ま
で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
税
Ｑ
＆
Ａ

Q　

平
成
29
年
１
月
20
日
に
取
り

壊
し
た
家
屋
や
売
買
取
引
を
し
た
土

地
・
家
屋
が
平
成
29
年
度
に
課
税
さ

れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？

A　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
に
固
定
資
産
を
所
有
さ
れ
て
い
る

方
に
対
し
、
そ
の
年
が
属
す
る
年
度

に
お
い
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
平
成
29
年
１
月
２
日
か
ら

同
年
12
月
31
日
の
間
に
、
所
有
す
る

固
定
資
産
の
状
況
に
変
動（
売
買
な

ど
）が
あ
っ
て
も
、
平
成
29
年
１
月

１
日
時
点
で
固
定
資
産
を
所
有
さ
れ

て
い
る
方
に
対
し
て
平
成
29
年
度
の

固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ

　

税
務
課 

℡
７
２
―

７
３
０
１
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年
末
年
始
の
役
場
業
務
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

第
12
回
愛
媛
県
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
参
加
選
手
を

募
集
し
ま
す

役
場
本
庁（
℡
７
２
―

１
２
１
１
）

12
月
29
日
㈭
か
ら
１
月
３
日
㈫
ま
で
休
業

戸
籍
関
係
の
届
出
の
受
付
、
埋
火
葬
許
可

証
の
発
行
は
行
い
ま
す
。

内
海
支
所（
℡
８
５
―

０
３
１
１
）

御
荘
支
所（
℡
７
２
―

１
１
１
１
）

一
本
松
支
所（

℡
８
４
―

２
２
１
１
）

西
海
支
所（
℡
８
２
―

１
１
１
１
）

国
保
一
本
松
病
院

（
℡
８
４
―

２
２
５
５
）

12
月
29
日
㈭
か
ら
１
月
３
日
㈫
ま
で
休
業

（
休
診
）

内
海
診
療
所（

℡
８
５
―

０
３
４
１
）

御
荘
文
化
セ
ン
タ
ー

（
℡
７
３
―

１
１
１
１
）

御
荘
夢
創
造
館

（
℡
７
２
―

１
１
１
６
）

DE
・
あ
・
い
・
21

（
℡
８
５
―

１
０
２
１
）

御
荘
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

（
℡
７
２
―

１
１
１
７
）
12
月
27
日
㈫
か
ら
１
月
３
日
㈫
ま
で
休
業

一
本
松
温
泉
あ
け
ぼ
の
荘

（
℡
８
４
―

３
２
６
０
）
年
末
年
始
、
無
休
で
営
業

御
荘
霊
苑（
℡
７
２
―

４
４
２
０
）

１
月
１
日
㈰
が
休
業

環
境
衛
生
セ
ン
タ
ー

（
℡
７
２
―

６
９
５
５
）

・
１
月
１
日
㈰
か
ら
１
日
３
日
㈫
ま
で
可

燃
ご
み
収
集
業
務
は
休
み

・
粗
大
ご
み
の
持
込
み
は
12
月
28
日
㈬
12

時
ま
で

・
新
聞
、
雑
誌
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
持
込
み

は
12
月
30
日
㈮
15
時
ま
で

総
務
課
か
ら

保
健
福
祉
課
か
ら

　

来
年
、
愛
媛
県
で
開
催
さ
れ
る
全

国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
リ
ハ
ー

サ
ル
大
会
を
兼
ね
て
開
催
さ
れ
る

「
第
12
回
愛
媛
県
障
が
い
者
ス
ポ
ー

ツ
大
会
」
の
個
人
競
技
の
参
加
選
手

を
募
集
し
ま
す
。

募
集
期
間　

12
月
上
旬
〜
１
月
上
旬

頃（
詳
細
は
各
問
合
せ
先
に
確
認
し

て
く
だ
さ
い
）

個
人
競
技

開
催
日

場　

所

問
合
せ
先

陸
上
競
技

平
成
29
年

５
月
28
日
㈰

愛
媛
県
総
合
運
動
公
園

陸
上
競
技
場

（
在
宅
の
方
）

保
健
福
祉
課

℡
７
２
―

１
２
１
２

（
施
設
利
用
者
の
方
）

利
用
施
設

（
特
別
支
援
学
校
生
）

在
学
し
て
い
る
支
援
学
校

水
泳

松
山
中
央
公
園
ア
ク
ア

パ
レ
ッ
ト
ま
つ
や
ま

ア
ー
チ
ェ
リ
ー

今
治
市
宮
窪
石
文
化
運

動
公
園

卓
球

（
Ｓ
Ｔ
Ｔ
含
む
）

松
前
公
園
体
育
館

及
び
松
前
総
合
文
化
セ

ン
タ
ー

フ
ラ
イ
ン
グ

デ
ィ
ス
ク

西
条
市
ひ
う
ち

陸
上
競
技
場

ボ
ウ
リ
ン
グ

キ
ス
ケ
ボ
ウ
ル 応

募
方
法　

各
問
合
せ
先
又
は
愛
媛

県
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
課（
℡

０
８
９
―

９
４
７
―

５
４
６
２
）

参
加
資
格　

13
歳
以
上（
Ｈ
29
年
４

月
１
日
現
在
）の
身
体
障
が
い
・
知

的
障
が
い
者
で
原
則
県
内
在
住
の
方

そ
の
他　

同
日
及
び
５
月
27
日
は
、

団
体
競
技
の
中
国
・
四
国
ブ
ロ
ッ
ク

予
選
会
も
開
催
し
ま
す（
個
人
競
技

と
の
重
複
出
場
は
で
き
ま
せ
ん
）

問
合
せ　

保
健
福
祉
課 

℡
７
２
―

１
２
１
２
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町の施策・情報をお伝えします。

町からのお知らせ

就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
の
ご
案
内

「
餅
つ
き
・
門
松
作
り
」体
験
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す

  

税
務
課
等
か
ら

12
月
納
税
等
の
お
知
ら
せ

固

定

資

産

税

3期分/
4期分

国

民

健

康

保

険

税

7期分/
10期分

介

護

保

険

料

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

6期分/
9期分

保

育

所

保

育

料

月末

下

水

道

使

用

料

　

町
税
を
滞
納
し
て
い
る
方
に
は
、

ま
ず
督
促
状
に
よ
っ
て
納
税
を
促
し

て
い
ま
す
。
町
税
を
滞
納
さ
れ
ま
す

と
、
本
来
、
納
め
る
べ
き
税
額
の
ほ
か

に
延
滞
金
が
か
か
り
ま
す
。

❶
町
税
等
、
住
宅
使
用
料
、
住
宅
共
益

費
、
駐
車
場
使
用
料
は
、
毎
月
、
当

月
分
が
月
末
に
振
替
と
な
り
ま
す
。

❷
上
水
道
使
用
料
・
簡
易
水
道
使
用

料
の
振
替
日
は
毎
月
21
日
、
再
振

替
日
は
翌
月
の
10
日
で
す
。

※
該
当
日
が
休
日
の
場
合
は
翌
日
と

な
り
ま
す
。

IP
告
知
端
末
機
か
ら
ラ
ジ
オ
体
操
を
放
送
し
ま
す

愛
南
町
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら

農
業
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら

　

愛
南
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム

推
進
協
議
会
で
は
、「
餅
つ
き
」
と

「
門
松
作
り
」
体
験
の
参
加
者
を
募

集
し
ま
す
。
昔
な
が
ら
の
臼
と
杵
を

使
っ
た
「
餅
つ
き
」
と
、
地
元
の
竹

を
使
っ
た
「
門
松
作
り
」
を
一
緒
に

楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

日
時　

12
月
17
日
㈯　

10
時
〜

場
所　

旧
満
倉
小
学
校

体
験
料　

１
人　

２
，０
０
０
円

申
込
締
切
日　

12
月
13
日
㈫

問
合
せ　

農
業
支
援
セ
ン
タ
ー

 

℡
７
２
―

７
３
１
１

今
月
の
社
会
保
険
・

 

年
金
一
日
相
談（
予
約
制
）

 

○
12
月
16
日
㈮

　

 

10
時
〜
15
時
30
分

　

 

（
城
辺
商
工
会
館
２
階
）

問
合
せ　

宇
和
島
年
金
事
務
所

　

お
客
様
相
談
室

　

℡
０
８
９
５
―

２
２
―

５
５
６
９

　

電
話
受
付
対
応
時
間

　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

　

愛
南
町
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
、
雇
用
に
関
す
る
各
種
相
談
を
取

り
扱
っ
て
い
ま
す
。
町
内
で
求
人
を

予
定
さ
れ
る
事
業
者
の
方
や
町
内
で

就
職
活
動
行
う
方
は
、
ぜ
ひ
、
当
セ

ン
タ
ー
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
業
務
内
容
】

求
人
業
務　

　

町
内
で
求
人
を
考
え
て
い
る
事
業

者
の
求
人
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。

紹
介
業
務　

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
宇
和
島
と
連
携
し

て
、
求
人
情
報
の
収
集
と
職
業
紹
介

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
若
者
し
ご
と
相
談
や
求
職

活
動
証
明（
失
業
保
険
受
給
中
の
方
）

な
ど
、
就
職
に
関
す
る
ご
相
談
も

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
お
気

軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

　

愛
南
町
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー

 

℡
７
２
―

１
２
４
４

　

住
民
の
皆
さ
ま
の
健
康
増
進
に
役

立
て
る
た
め
、
希
望
世
帯
・
事
業
所

を
対
象
に
IP
告
知
端
末
機
か
ら
ラ
ジ

オ
体
操
の
放
送
を
行
い
ま
す
。
放
送

を
希
望
さ
れ
る
世
帯
・
事
業
所
は
、

保
健
福
祉
課
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

放
送
開
始　

平
成
29
年
２
月
１
日
か
ら

放
送
時
間　

午
前
10
時
（
土
日
は
放

送
し
ま
せ
ん
）

放
送
内
容　

ラ
ジ
オ
体
操
第
１

※
こ
の
放
送
に
伴
い
、
毎
月
１
日
の

定
期
試
験
放
送
は
午
前
９
時
か
ら
に

変
更
し
ま
す
。

問
合
せ　

　

保
健
福
祉
課 

℡
７
２
―

１
２
１
２

保
健
福
祉
課
か
ら
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寄
附
禁
止
の
ル
ー
ル
を
守
っ
て
明
る
い
選
挙
を

実
現
し
ま
し
ょ
う

政治家の寄附禁止贈らない・求めない・受け取らない

政治家の寄附は
  レッドカード

愛
南
町
婚
活
イ
ベ
ン
ト
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す

　

平
成
29
年
１
月
21
日
㈯
、
１
月
22

日
㈰
の
２
日
間
、
独
身
男
女
の
出
会

い
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
婚
活
イ
ベ
ン
ト

を
開
催
し
ま
す
。

　

イ
ベ
ン
ト
の
開
催
に
あ
た
り
、

町
内
在
住
の
20
歳
か
ら
45
歳
ま
で
の

独
身
男
性
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す

（
女
性
は
町
外
か
ら
参
加
し
ま
す
）。

【
１
日
目
】

・
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
テ
ィ
ー
タ
イ
ム

・
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
ト
ー
ク

・
夕
食
交
流
パ
ー
テ
ィ
ー

【
２
日
目
】

・
石
窯
ピ
ザ
作
り
体
験

・
フ
リ
ー
ト
ー
ク

・
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

　

企
画
財
政
課 

℡
７
２
―

７
３
１
７

「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
」受
講
者
を
募
集
し
ま
す

選
挙
管
理
委
員
会
か
ら

　

政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
に
、

お
金
や
物
を
贈
る
こ
と
は
、
法
律

で
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
違
反
す
る
と

罰
せ
ら
れ

ま
す
。
ま

た
、
有
権

者
が
寄
附

を
求
め
る

こ
と
も
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
政
治
家
の
寄
附
の
禁
止

　

政
治
家(

候
補
者
、
候
補
者
に
な

ろ
う
と
す
る
者
、
現
に
公
職
に
あ
る

者)

は
、
寄
附
を
す
る
と
処
罰
さ
れ

ま
す
。

■
政
治
家
に
対
す
る

寄
附
の
勧
誘
・
要
求
の
禁
止

　

有
権
者

が
威
迫
し

て
、
あ
る

い
は
政
治

家
を
陥
れ

る
目
的
で

寄
附
を
求

め
る
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

■
政
治
家
の
関
係
団
体
の寄

附
の
禁
止

　

政
治
家

が
役
職
員

や
構
成
員

で
あ
る
団

体
が
、
政

治
家
の
氏

名
を
表
示

し
て
選
挙
に
関
し
寄
附
を
す
る
と
処

罰
さ
れ
ま
す
。

■
後
援
団
体
の
寄
附
の
禁
止

　

後
援
団
体
が
、
花
輪
、
香
典
、
祝

儀
な
ど
を
出
す
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

■
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る

有
料
広
告
の
禁
止

　

政
治
家
や
後
援
団
体
が
、
有
料
の

あ
い
さ
つ
広
告
を
出
す
と
処
罰
さ
れ

ま
す
。

■
年
賀
状
等
の
あ
い
さ
つ
状
の
禁
止

　

政
治
家
は
、
そ
の
選
挙
区
内
に
あ

る
者
に
対
し
て
年
賀
状
等
の
あ
い
さ

つ
状
を
出
す
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
答
礼
の
た
め
の
自
筆
に
よ

る
も
の
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

選
挙
管
理
委
員
会 

℡
７
２
―

１
２
１
１

企
画
財
政
課
か
ら

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら

　

認
知
症
の
人
と
そ
の
家
族
を
支

え
、誰
も
が
暮
ら
し
や
す
い
地
域
を

つ
く
っ
て
い
く
運
動
「
認
知
症
を
知

り
地
域
を
つ
く
る
10
カ
年
」
の
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
が
、
平
成
17
年
度
か
ら
全

国
的
に
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
愛
南

町
で
も
、
認
知
症
を
理
解
し
、
認
知

症
の
人
や
家
族
を
温
か
く
見
守
り
・

支
援
す
る
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」

を
一
人
で
も
増
や
し
て
い
く
た
め
、

随
時
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講

座
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
気
の
合
う

仲
間（
３
名
以
上
）と
の
勉
強
会
や
、

職
場
研
修
等
と
し
て
、
お
気
軽
に
お

申
込
み
く
だ
さ
い
。
受
講
料
は
無
料

で
す
。
講
座
の
日
程
等
は
ご
要
望
に

合
わ
せ
て
調
整
し
ま
す
。
詳
し
く
は

事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　

　

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

　

養
成
講
座
事
務
局

　
（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）

 

℡
７
２
―

７
３
２
５
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町の施策・情報をお伝えします。

町からのお知らせ

無
断
転
用
を
な
く
し
て
大
切
な
農
地
を
守
り
ま
し
ょ
う

福
祉
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

洋室

K3

K4

便所

玄関
ホール

押入 押入

1号室
ＬＤＫ

（バリアフリー住戸）
和室6帖

スロープテラス

浴室 洗面

保
健
福
祉
課
か
ら

　無料で司法書士が相談
をお受けします。
　１回の相談人数は５人
までで事前に予約が必要
です。定員に達した場合は
受付を終了します。
 １２月１５日㈭14時～16時
　御荘老人福祉センター

無料法律相談

　無料で民生児童委員２
名が日常生活でかかえる
心配ごとの相談をお受け
します。
 １２月１４日㈬14時～16時
　御荘老人福祉センター

心配ごと相談所

詳しくは、社会福祉協議会
本所（℡70－1251）まで
お問い合わせください。

農
業
委
員
会
か
ら

　

農
地
は
、
農
家
の
地
位
の
安
定
と

農
業
生
産
力
の
増
進
を
図
る
た
め
、

農
地
法
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
農
地
を
転
用（
※
）

す
る
場
合
、
無
許
可
で
の
行
為
は
農

地
法
に
違
反
し
ま
す
。

　

農
地
を
転
用
す
る
場
合
は
、
次
の

ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
必
ず
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
許
可
申
請
が
不
要
な
場
合

（
一
定
規
模
以
下
の
農
業
用
倉
庫
の

建
設
な
ど
）や
、
農
地
の
状
況
等
に

よ
り
原
則
と
し
て
転
用
が
認
め
ら
れ

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
愛
南
町
農
業
委
員
会
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
※
）「
転
用
」…
農
地
以
外
の
用
途

（
建
物
の
建
設
や
駐
車
場
、
資
材
置

き
場
な
ど
）に
利
用
す
る
こ
と
。

　

次
の
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
し
て

い
る
こ
と
。

⑴
愛
南
町
内
に
引
き
続
き
２
年
以
上

住
所
を
有
す
る
こ
と
。

⑵
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

⑶
高
齢
者
に
つ
い
て
は
、
70
歳
以
上

の
高
齢
者
の
み
の
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

⑷
障
が
い
者
に
つ
い
て
は
、20
歳
以
上

の
同
居
者
の
い
る
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

⑸
障
が
い
者
に
つ
い
て
は
、
身
体
障

害
者
手
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
身
体

上
の
障
が
い
が
１
級
若
し
く
は
２
級

の
者
で
あ
る
こ
と
。

⑹
自
立
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と

が
で
き
る
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

⑺
入
居
申
込
者
全
員
に
町
税
等
の
滞

納
が
な
い
こ
と
。

⑻
入
居
し
よ
う
と
す
る
方
全
員
が
暴

力
団
員（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行

為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条

第
６
号
の
規
定
に
よ
る
）で
な
い
こ
と
。

⑼
入
居
者
の
人
数
は
、
２
人
程
度
の

世
帯
で
あ
る
こ
と
。

申
込
み　

保
健
福
祉
課
又
は
各
支
所

で
入
居
の
申
込
手
続
き
が
行
え
ま
す
。

問
合
せ　

　

保
健
福
祉
課 

℡
７
２
―

１
２
１
２

　

現
在
、
空
室
と
な
っ
て
い
る
福
祉

住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

福
祉
住
宅
の
概
要

⑴
住
宅
名
称

　

愛
南
町
城
辺
ふ
れ
あ
い
住
宅

⑵
部
屋
番
号　

１
号
室

⑶
所
在
地

　

愛
南
町
城
辺
甲
２
３
６
６
番
地

⑷
構
造　

木
造
２
階
建
59
・
16
㎡

⑸
間
取
り　

２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

⑹
月
額
家
賃　

２
９
，０
０
０
円 

⑺
入
居
に
は
、連
帯
保
証
人
が
２
名

必
要
に
な
り
、敷
金
は
、月
額
家
賃
の

３
か
月
分
、共
益
費
は
別
途
必
要
で

す
。な
お
、入
居
ま
で
多
少
時
間
の
か

か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

申
込
受
付
期
間

　

12
月
７
日
㈬
〜
19
日
㈪

入
居
者
資
格

問
合
せ　

農
業
委
員
会 

℡
７
２
―

７
３
１
１

ケ
ー
ス
①

自
分
の
農
地
を
転
用
し
た
い

農
地
法
第
４
条
の

許
可
申
請
が
必
要
で
す

ケ
ー
ス
②

農
地
を
売
買（
貸
借
）し
て

転
用
し
た
い

農
地
法
第
５
条
の

許
可
申
請
が
必
要
で
す


